
【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり>

（新） ・ 出会いサポートイベント開催事業[こども政策課] 3,149

・ 6,191

・ 婚活サポート事業[こども政策課] 9,401

・ 学生による挙式プロデュース事業[こども政策課] 1,500

・ ライフデザインセミナー開催事業[母子保健課] 864

（新） ・ 産婦健康診査事業[母子保健課] 60,324

（新） ・ 不育症治療費助成事業[母子保健課] 3,200

（新） ・ 未来を守るミルク支給事業[母子保健課] 4,672

出会い・ふれあい企業対抗運動会開催事業[こども政策課]

大学生や新入社員を対象に、結婚・妊娠・出産・子育ての適切な情

報提供を行うライフデザインセミナーなどを開催する。

市民の相談に応じて結婚のあっ旋を行うために、結婚相談所（マリー

サポートかごしま）を管理運営する。

結婚を希望する人に対し、出会いの場として新たなイベントを開催し、

婚活をサポートする。

企業対抗運動会及び参加者交流会を開催し、結婚を希望する人に

対して、一企業の枠を越えた出会いの場を提供するとともに、家族で

の参加も促すことで、子育て世代の交流を図る。

学生が挙式のプロデュースを行い、感動や喜びを自身で体験しても

らい、結婚に対する気運の醸成を図る。

出産後間もない母親の体と心の健康の保持増進を図るため、新たに

産後２週間と１か月の健康診査を実施し、産後の支援の充実を図る。

HTLV-1の母子感染を予防するため、新たに乳児用ミルクを支給

する。

不育症治療の経済的負担の軽減を図るため、新たに不育症治療等

に要する費用について助成を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 風しん予防接種事業[保健予防課] 1,103

（拡） ・ 病児・病後児保育事業[保育幼稚園課] 179,731

（拡） ・ 幼稚園就園奨励費補助金[保育幼稚園課] 365,295

（拡） ・ 親子つどいの広場運営事業[こども政策課] 162,909

（拡） ・ 子ども・子育て支援事業計画策定・推進事業［こども政策課] 4,246

（拡） ・ 妊娠・出産包括支援事業［母子保健課］ 33,734

・ すこやか子育て交流館施設改善事業［こども政策課] 7,230

・ 乳幼児健康診査事業[母子保健課] 137,182

私立幼稚園の設置者が保育料等を軽減した場合に、設置者に対し

助成を行うとともに、低所得世帯への助成をさらに充実する。

児童が病気の回復期にあり、かつ集団保育等が困難である期間にお

いて、一時的に施設でその児童の保育を行い、保護者の子育てと就

労等との両立を支援する。

実施医療機関 ８か所→９か所

子育てに係る不安感の緩和や地域の子育て支援機能の充実等を図

るため、親子つどいの広場を運営するとともに、相談機能を強化する。

第２期子ども・子育て支援事業計画の策定に向け、利用希望調査を

実施するとともに、第１期計画の推進を図る。

利用者の利便性と施設の良好な状態を保つため、施設整備を行う。

整備内容 別館ふれあいランド屋上の防水工事等

乳幼児の健康の保持増進を図るとともに心身の異常を早期に発見し、

適切な治療等につなげるため、健康診査や栄養・歯科・育児相談を

行うほか、新生児聴覚検査に対する助成を行う。

出生児の先天性風しん症候群を予防するため、妊娠を希望する女

性などを対象に新たに風しんワクチンの接種費用について助成する。

子育て世代包括支援センターを中心に、妊娠期から子育て期までの

支援を行うとともに、産後うつの予防等の観点から産婦健康診査の

結果に応じて産後ケアなどの支援を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 子どもすこやか安心ねっと事業[母子保健課] 28,886

・ 小児慢性特定疾病医療費助成事業[母子保健課] 152,156

・ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業[母子保健課] 3,903

・ 妊婦健康診査・健康相談事業[母子保健課] 525,590

・ 不妊に悩む方への特定治療支援事業[母子保健課] 120,472

・ 新生児・妊産婦訪問指導事業［母子保健課］ 15,761

・ 私立幼稚園等運営補助金[保育幼稚園課] 196,037

小児慢性特定疾病に係る医療費を助成するとともに、指定医療機関

や指定医師の指定を行う。

慢性的な疾病で療養中の児童及びその家族からの相談に応じ、必

要な情報提供や助言等を行うとともに、自立に向けた各種支援策の

計画策定等を行う。

妊娠・出産の安全性の確保及び健康診査にかかる経済的負担の軽

減を図るため、妊婦健康診査を公費負担で実施する。

公費負担回数 １４回

県外里帰り中の健康診査に対する償還払い

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、配偶者間の特定不妊治

療に要する費用について助成を行う。

新生児・妊産婦への訪問による保健指導等を行うとともに、出産直後

の母親に必要な情報を掲載したパンフレットを作成し、産後入院中の

母親に配布する。

私立幼稚園等の職員の資質向上と教育及び保育内容の充実を図る

ため、私立幼稚園や認定こども園、幼稚園協会に対し助成する。

関係機関との連携のもと、子どもの発達段階に応じた相談等を行う

ほか、子どもの発達に気がかりのある保護者を対象にした子育て講

座を実施する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 保育コーディネーター配置事業［保育幼稚園課] 18,946

・ 乳児ロタウイルス予防接種事業[保健予防課] 54,582

・ 定期予防接種事業[保健予防課] 1,715,608

・ 子育て仕様住戸の整備（市営住宅建設事業：建替） 130,277

（市営住宅ストック総合改善事業：個別改善）[住宅課]

・ 新婚子育て世帯向け市営住宅支援事業[住宅課] －

（拡） ・ 私立保育所等補助金[保育幼稚園課] 496,279

乳幼児における感染性胃腸炎の重症化及び合併症を防止するため、

ロタウイルスワクチンの接種費用について助成する。

各種の細菌・ウイルスによる感染症の発生及びまん延を防止するた

め、４種混合、水痘、Ｂ型肝炎などの予防接種を実施する。

保育を必要としている保護者の相談に応じ、保育サービスの情報提

供を行い、保護者のニーズと保育サービスを適切に結びつけ、よりき

め細かな対応を行う保育コーディネーターを配置する。

配置 保育幼稚園課 ３人、谷山・福祉課 ２人

伊敷福祉課 １人、吉野福祉課 １人

私立保育所等の職員の資質向上と保育内容の充実を図るため、私

立保育所や認定こども園、保育園協会に対し助成するとともに、保育

士の業務負担軽減のために、周辺業務を行う職員の雇用に係る助

成を行う。

市営住宅の建替え及び個別改善の際、ファミリー世帯向け住戸の一

部を子育てのしやすさや子どもの安全に配慮した仕様の住戸として

整備する。

（新規着工）３０～３１年度 玉里団地住宅 ９戸

（２９年度着工）２９～３０年度 大明丘住宅 ４戸 桜ケ丘住宅 ５戸

「結婚」から「子育て」まで切れ目のない支援と少子高齢化の進行し

た地域のコミュニティバランスの回復を図るため、新婚世帯及び子育

て世帯を対象に市営住宅の入居者募集時に優遇措置を講じる。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 認可外保育施設補助金[保育幼稚園課] 37,140

（拡） ・ 放課後児童健全育成事業[こども政策課] 1,126,152

（拡） ・ 放課後児童健全育成補助金[こども政策課] 147,569

（拡） ・ 児童クラブ施設整備事業[こども政策課] 36,124

・ 特別保育事業[保育幼稚園課] 504,920

・ 多子世帯保育料等軽減事業補助金[保育幼稚園課] 1,147

・ 実費徴収に係る補足給付事業補助金[保育幼稚園課] 766

私立幼稚園に就園する３・４・５歳児の多子世帯の保護者で所得の低

い者に対し、幼稚園の設置者が第３子以降の保育料等を軽減した場

合、設置者に助成する。

市が定める保育料とは別途に保育所等が徴収する日用品、文房具

等の購入に要する費用及び食事の提供に要する費用等について、

生活保護世帯を対象に費用の一部を助成する。

認可外保育施設に入所している児童の福祉の増進と健全な育成を

図るため、認可外保育施設に対し助成するとともに、夜間保育を実施

する施設への助成を行う。

児童クラブを１３か所増設し、昼間保護者のいない小学生に対し、適

切な遊びと生活の場を提供する。

児童クラブ数 １３９か所→１５２か所

待機児童の解消に向け、児童クラブを５か所整備する。

子育て家庭の多様化する保育ニーズに対応するとともに、利用者に

対するサービス向上のため、延長保育、一時預かり等を実施する保

育所や認定こども園、幼稚園に対し助成する。

社会福祉法人等が運営する児童クラブに対して助成するとともに、補

助対象児童クラブを拡充する。

補助対象児童クラブ数 ２３か所→２６か所
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 認可外保育施設保育料助成事業[保育幼稚園課] 19,202

・ 施設型給付費［保育幼稚園課] 17,682,001

（拡） ・ 保育士・保育所支援センター運営事業[保育幼稚園課] 7,802

（拡） ・ こども医療費助成事業[こども福祉課] 1,419,320

・ イクボス推進会議開催事業[こども政策課] 575

（新） ・ 児童相談所設置検討事業[こども福祉課] 5,785

（拡） ・ 子どもの未来応援事業[こども福祉課] 2,149

・ 児童虐待対策事業[こども福祉課] 1,361

保育を必要とする児童を認可外保育施設に預けている保護者の経

済的負担を軽減するため、保育料の一部を助成する。

保育所等の利用定員の拡大を図るとともに、当該施設を利用する児

童に係る施設型給付費を支給する。

潜在保育士の再就職支援等を行う保育士・保育所支援センターを運

営するとともに、保育士再就職支援コーディネーターを増員し、保育

士確保対策の充実を図る。

中学３年生までのこどもの医療費の一部を助成するとともに、本年１０

月から、市民税非課税世帯の未就学児に対し、医療機関等における

窓口負担をなくする新たな制度を導入する。

仕事と生活を両立しやすい環境の整備を推進するため、イクボス推

進同盟への参加企業の増加等を図る。

児童虐待対策を強化するとともに、子育て支援として相談しやすい体

制のさらなる充実を図るため、児童相談所の設置について、有識者

等による検討を進める。

新たにひとり親家庭のしおりを作成・配布するほか、子ども食堂主催

者が行事用保険に加入した際の費用を助成するなど、子どもの貧困

対策を推進する。

児童虐待防止と早期発見に努めるため、関係機関や団体等で構成

する「鹿児島市要保護児童対策地域協議会」を運営するとともに、児

童虐待防止啓発活動等を実施する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 母子家庭等自立支援事業[こども福祉課] 78,871

・ 母子父子寡婦福祉資金償還対策事業[こども福祉課] 11,446

・ 児童扶養手当[こども福祉課] 3,329,393

・ 未婚のひとり親家庭に対する寡婦（夫）控除のみなし適用 －

[こども政策課、保育幼稚園課、母子保健課、こども福祉課、障害福祉課]

<高齢者が元気に生き生きと暮らせるまちづくり>

・ 高年齢者就業機会確保等事業[雇用推進課] 62,431

（新） ・ 介護予防把握事業（介護保険特別会計）[長寿あんしん課] 16,083

（新） ・ 一般介護予防（口腔・栄養・運動）複合教室事業（介護保険特別会計） 239

[保健予防課]

（拡） ・ 地域包括支援センター運営事業（介護保険特別会計） 612,007

[長寿あんしん課]

ひとり親家庭の自立支援を図るため、就業支援講習会の実施や、高

等職業訓練促進給付金等を支給する。

福祉資金償還金の償還指導や収納業務を行う。また、市外に居住す

る償還人に対する回収業務を委託する。

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手

当を支給する。

未婚のひとり親家庭に対し、保育料等への寡婦（夫）控除のみなし適

用を実施する。

アンケート調査により、閉じこもり等の何らかの支援を要する高齢者を

把握するとともに、介護予防活動への参加を促進する。

高齢期の疾病予防・介護予防等を推進するため、口腔機能向上・栄

養改善・運動器機能向上を目的とした複合型教室を実施する。

高年齢者の就業機会の拡大と福祉の向上に取り組むシルバー人材

センターに対し、同センターが行う各種事業や運営に要する経費を

助成する。

高齢者の介護予防及び自立支援のため、地域包括支援センターに

おいて保健師等が総合相談支援業務等を行う。

地域包括支援センター職員の増員 ２人

吉野圏域へのサブセンターの設置 １か所
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 認知症初期集中支援推進事業（介護保険特別会計） 5,290

[長寿あんしん課]

・ 介護予防・生活支援サービス 1,823,767

（訪問型サービス事業 、通所型サービス事業　ほか）

（介護保険特別会計）[長寿あんしん課、保健予防課]

・ 生活支援体制整備事業（介護保険特別会計）[長寿あんしん課] 21,576

・ 在宅医療と介護の連携推進事業（介護保険特別会計） 10,964

[長寿あんしん課]

・ 認知症オレンジプラン推進事業（介護保険特別会計）[長寿あんしん課] 6,524

・ 認知症オレンジサポーター養成事業（介護保険特別会計） 2,700

[長寿あんしん課]

・ 高齢者いきいきポイント推進事業（介護保険特別会計） 6,075

[長寿あんしん課]

認知症の人や家族を支援するため、認知症サポーター及び認知症等

見守りメイトを養成するとともに、認知症介護教室を開催する。

高齢者が介護保険施設等で行うボランティア活動や健康診査の受診

に対して換金等が可能なポイントを付与することで、高齢者の生きがい

づくりや介護予防を推進する。

認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、認

知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を

地域包括支援センターに配置し、早期診断・対応に向けた支援を行う。

支援チーム数 ２チーム→１７チーム

要支援者等を対象に多様なニーズに対応した多様なサービスを提供

し、高齢者の自立支援と介護予防を推進する。

高齢者の介護予防・生活支援サービスの提供体制を整備するため、

生活支援コーディネーターを地域包括支援センターに配置し、介護

予防・生活支援サービス事業者協議会等を開催する。

地域包括ケアシステムを構築するため、在宅医療・介護の連携推進協

議会を開催し、本市における在宅での医療と介護の連携を推進する。

認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、国

の示した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に基づく各

種取組を実施する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 生活支援支え手育成モデル事業[長寿あんしん課] 627

・ 地域で介護予防を展開するための連携推進事業（介護保険特別会計） 658

[保健予防課]

・ 地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険特別会計）[保健予防課] 7,856

・ 介護保険相談員設置事業（介護保険特別会計）[介護保険課] 13,274

（新） ・ 成年後見制度利用促進事業[長寿支援課] 14,298

・ 成年後見制度利用支援事業（介護保険特別会計）[長寿支援課] 8,118

（新） ・ 高齢者の元気応援協賛店登録事業[長寿支援課] 953

住み慣れた身近な地域で介護予防の取組が推進できるよう、「住民主

体の通いの場」の拡大に向けた普及啓発、継続のための支援、介護

予防に資する地域活動組織の育成及び支援等を行う。

後見等開始の審判を申立てる者がいない認知症高齢者等のために

審判の申立てを行うほか、後見人等報酬の助成等を行う。

理学療法士等のリハビリテーション専門職が、住民主体の通いの場

等における集団及び個別指導を実施するなど、介護予防の取組を総

合的に支援する。

地域の互助活動を促進し、住民主体のサービスの担い手を育成する

ため、高齢者を含む任意の団体が行う互助活動に対して支援する。

認知症や知的・精神障害などにより成年後見人等による支援が必要

な方を適切に成年後見制度の利用につなげるため、新たに成年後

見センター（仮称）を設置し、制度の利用促進を図る。

運用開始 本年１０月予定

高齢者の生きがいづくり・健康づくりを推進するため、７０歳以上の高

齢者を対象に優待サービスを行う民間のスポーツ施設等を市が協賛

店として登録し支援する。

介護保険を利用しやすい環境を整えるため、介護保険相談員を窓口

に配置し、介護保険に係る相談業務や関連する保健、医療及び福祉

に係る相談業務を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 高齢者福祉センター等管理運営・施設整備事業[長寿支援課] 439,413

・ ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業[長寿支援課] 70,998

・ すこやか長寿まつり開催事業[長寿支援課] 11,490

・ 敬老パス交付事業[長寿支援課] 408,866

・ 敬老祝事業[長寿支援課] 72,456

・ 元気高齢者活動支援事業[長寿支援課] 581

・ 後期高齢者医療療養給付費負担金[長寿支援課] 6,380,998

・ 後期高齢者医療特別会計への繰出金[長寿支援課] 1,781,990

様々な知識や技術を習得した高齢者の能力を生かし、その積極的

な社会参加を支援する。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、鹿児島県後期高齢者

医療広域連合に対し療養給付に要する経費を負担する。

高齢者の社会参加や生きがいづくりを促進するため、敬老パスを交

付する。

保健事業等に係る経費について繰出しを行う。

高齢者の各種相談に応じ、健康の増進、教養の向上等に寄与する

ため、高齢者福祉センターなど９か所の管理運営及び施設整備を

行う。

ひとり暮らし高齢者等の世帯で、急病などの緊急時に警備員が駆け

つける通報システムを設置する。新たな契約の締結に併せて固定電

話を所有していなくても利用できる通報装置の導入等を行う。

高齢者の社会参加や生きがいづくり・健康づくりを促進するとともに、

家族・地域とのつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントとして

「すこやか長寿まつり」を開催する。

永年、社会に貢献してきた高齢者を祝福し、敬老の意を表するととも

に、さらなる長寿を祈念して敬老祝金等を支給する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 後期高齢者医療広域連合への納付金（後期高齢者医療特別会計） 7,031,217

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[長寿支援課]

・ 後期高齢者保健事業（後期高齢者医療特別会計）[長寿支援課] 97,812

・ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定管理事業 245

（介護保険特別会計）[長寿支援課]

・ 介護保険特別会計への繰出金[介護保険課] 7,020,947

・ 低所得者利用者負担助成事業[介護保険課] 6,618

・ 訪問介護等利用者負担助成事業[介護保険課] 4,540

・ いしき園民営化推進事業[健康総務課] －

（新） ・ 「生涯活躍のまち」形成支援事業[移住推進室（地方創生推進室）] 40,712

・ 優良賃貸住宅供給促進事業[住宅課] 4,674

いしき園の民営化を引き続き推進する。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者から徴収し

た保険料等を鹿児島県後期高齢者医療広域連合に納付する。

保険給付等に係る経費について繰出しを行う。

後期高齢者医療被保険者の健康保持増進のため、はり・きゅう施設

利用及び人間ドック・脳ドック利用に要する費用の一部を助成する。

低所得者の負担を軽減するため、居宅サービス等の利用者負担額

の一部を助成する。

障害のある低所得者等の負担を軽減するため、訪問介護等の利用

者負担額の一部を助成する。

高齢者世帯など居住の安定に特に配慮が必要な世帯に対応するた

め、既存の地域優良賃貸住宅等への家賃補助を行う。

第７期（３０～３２年度）の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画の進行管理を行う。

中高年者等の移住を促進するため、「生涯活躍のまち」形成に取り

組む事業主体を募集・選定するとともに、事業主体に対する支援を

行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<障害のある方へのきめ細かな福祉の充実>

（拡） ・ 日常生活用具給付事業[障害福祉課] 117,154

（拡） ・ 移動支援事業[障害福祉課] 227,152

（拡） ・ 指定障害福祉サービス事業者等管理システム運営経費[障害福祉課] 4,678

・ 障害福祉サービス給付事業[障害福祉課] 13,995,733

・ 障害福祉サービス利用者負担軽減事業[障害福祉課] 16,300

・ 障害児通所等支援事業[障害福祉課] 4,843,800

・ 障害児通所支援利用者負担軽減事業[障害福祉課] 166,313

・ 児童発達支援事業専門員加算等補助金[障害福祉課] 273,980

市独自の利用者負担軽減を図り、利用を促進するため、利用者負担

額を２分の１とする。

障害者（児）に居宅介護、生活介護などの障害福祉サービス等を提

供する。

市独自の利用者負担軽減を図り、利用を促進するため、利用者負担

額を無料とする。

障害児に対する療育として、児童発達支援や放課後等デイサービス

等を実施し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の

向上のために必要な訓練等を行う。

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス及び児童発達支援セ

ンターの専門指導員に係る経費等について助成するとともに、重症

心身障害児が通う事業所に対し、看護師等の経費の一部を助成する。

障害者の社会参加と自立を促進するため、介護保険制度へ移行後

も継続して利用できるよう拡充し、外出時の支援を行う。

障害者の在宅生活をより暮らしやすくするために、新たに人工内耳

の外部装置（スピーチプロセッサ）を給付対象に加え、日常生活用具

の給付を行う。

障害者総合支援法の改正及び報酬改定に伴う指定障害福祉サービ

ス事業者等管理システムの改修と、障害児通所支援事業所指定事

務の県からの権限移譲に伴う管理システムの導入等を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 障害児補装具利用者負担軽減事業[障害福祉課] 1,271

・ 難聴児補聴器購入助成事業[障害福祉課] 706

・ ひとり暮らし障害者等安心通報システム設置事業[障害福祉課] 1,813

・ 社会参加促進事業[障害福祉課] 55,404

・ チャレンジド大賞表彰事業[障害福祉課] 657

・ 友愛パス交付事業[障害福祉課] 332,672

・ 友愛タクシー券交付事業[障害福祉課] 83,958

・ 障害者基幹相談支援センター事業[障害福祉課] 27,860

・ 障害者差別解消推進事業[障害福祉課] 3,038

ひとり暮らしの重度身体障害者等の世帯で、急病などの緊急時に、

押しボタンやセンサーからの通報により、警備員が駆けつける通報シ

ステムを設置する。

障害者の社会参加と自立支援を促進するため、社会貢献、産業就

労などの分野において輝いている障害者等を表彰する。

障害者の社会参加を促進するため、友愛パスを交付する。

障害者の社会参加を促進するため、友愛タクシー券を交付する。

障害者を支える社会環境づくりを推進するため、身体・知的・精神及

び発達障害を対象とした総合的な相談等を行う基幹相談支援セン

ターを運営する。

身体障害者手帳の交付対象とならない１８歳未満の軽度・中等度の

難聴児の補聴器購入等に対し助成する。

市独自の利用者負担軽減を図り、利用を促進するため、利用者負担

額を２分の１とする。

手話通訳者や盲ろう者向けの通訳・介助員の派遣など、障害者の需

要に応じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の一

層の促進を図る。

障害を理由とする差別の解消を推進するため、障害者基幹相談支

援センターに専門の相談員を配置するほか、障害者差別解消支援

協議会を開催し、関係機関における差別解消に関する情報の共有

化等を図る。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 地域生活支援拠点事業[障害福祉課] 14,118

・ 障害福祉計画策定・管理事業[障害福祉課] 3,279

<安全・安心に暮らせる、災害に強い強靭なまちづくり>

（拡） ・ 自殺対策事業[保健予防課] 2,542

（拡） ・ セーフコミュニティ推進事業[安心安全課] 7,750

・ セーフコミュニティ対策事業 602

[危機管理課、安心安全課、男女共同参画推進課、長寿支援課

こども政策課、保健予防課、保健体育課]

・ 地域安心安全ネットワーク会議活動支援事業[安心安全課] 823

（新） ・ Ｊ－ＡＬＥＲＴ新型受信機導入事業[危機管理課] 3,100

第四次障害者計画及び障害福祉計画第５期計画・障害児福祉計画

第１期計画の進行管理を行う。

自殺対策を推進するため、「鹿児島市自殺対策計画」に基づき各施

策を実施するとともに、取組の評価・検証を行う。

緊急地震速報や弾道ミサイルの情報など市民の生命・身体に関わる

重要な緊急情報を、より迅速かつ的確に伝達できるように現行の全

国瞬時警報システム（Ｊアラート）を新型受信機に更新する。

交通安全、学校の安全など７つの分野別対策委員会において、セー

フコミュニティの取組の全市的な展開を図るとともに、具体的な施策

の推進に取り組む。

地域における安心安全なまちづくりを推進するため、「地域安心安全

ネットワーク会議」に対し、会議費等を助成するとともに、セーフコミュ

ニティの取組に必要な経費についても助成を行う。

生涯にわたって安心安全に暮らせるまちづくりを推進するため、セー

フコミュニティのさらなる周知を図るとともに、取組の全市的な展開を

進め、国際認証の再取得を目指す。

地域で生活する障害者の社会生活上の不安の解消を図り、障害者

及び家族が安心して生活ができるよう、地域生活支援拠点を運用

する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 災害対応緊急車両表示作成事業[危機管理課] 903

（新） ・ 火山・砂防フォーラム開催支援事業[危機管理課] 1,565

（新） ・ 火山防災トップシティ構想策定事業[危機管理課] 11,109

（新） ・ 全国市長会防災・減災費用保険料[地域福祉課] 3,816

（新） ・ 災害時ペット救護対策事業[生活衛生課] 438

（新） ・ 電気自動車非常用電源活用事業[再生可能エネルギー推進課] 1,698

（新） ・ 災害廃棄物処理計画策定事業[資源政策課] 3,847

（拡） ・ 桜島大規模噴火対策事業[危機管理課] 32,263

災害救助法の適用に至らない災害時に、実際に支出した費用の一

部を補填する「防災・減災費用保険」制度に加入する。

電気自動車の駆動用バッテリーから電力供給する機器を導入し、災

害時等において、公用車の電気自動車を動力源として活用する。

災害廃棄物処理に係る事前対策や災害発生後の各段階に応じた応

急対策、事後処理についての基本的な方針、具体策として、災害廃

棄物処理計画を策定する。

災害時に、協定締結事業者が支援物資の輸送や災害応急対策を実

施する際、緊急輸送道路等を速やかに通行できるよう、車両表示を

作成し、事業者等に配布する。

「火山を知り、火山とともに生きる」をテーマに、火山砂防事業を含む

火山噴火対策に関する講演や研究発表、現地研修会で構成する火

山・砂防フォーラムを本市で開催する。

開催日 ３０年１１月１日（木）・２日（金）予定

世界トップクラスの火山防災対策を国内外にアピールするとともに、

さらなる充実につなげる構想の策定に取り組むなど、「火山防災トッ

プシティ」として強力に情報発信する。

大規模噴火に備えるため、大量の軽石や火山灰を想定した走行実験

を行い、市街地側の住民避難や道路啓開などの具体的な大量降灰対

策マニュアルを策定するとともに、市民への啓発用イメージ映像を作

成するほか、対策の実効性を向上させるための訓練等を実施する。

災害時に飼い主と同行避難してきた犬猫等のペットを避難所におい

て適正に飼養するため、ケージや首輪、リード等を整備する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 避難施設案内標識等リファイン事業[危機管理課] 25,249

（拡） ・ 災害時健康危機管理支援チーム養成等事業[保健政策課] 411

（拡） ・ 老朽水道管更新事業（水道事業特別会計）[水道局] 1,280,152

（拡） ・ 汚水管路施設長寿命化対策事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 315,406

・ 克灰袋配布事業［環境衛生課］ 11,272

・ 町内会降灰除去機購入費補助事業［地域振興課］ 150

・ 桜島地域避難施設整備事業[危機管理課] 2,194

・ 自主防災組織育成促進事業［危機管理課］ 8,344

桜島の火山活動による降灰に備えて、克灰袋の配布及び提供を行

い、宅地降灰等の円滑な除去を図る。

「老朽水道管更新１０か年計画」に基づき、老朽化した配水管の布設

替えを行う。

汚水管路施設の予防保全的な管理や計画的な改築によるライフサイ

クルコストの最小化及び事業費の平準化を図るため、長寿命化計画

に基づく長寿命化対策を行う。

住民や観光客へ指定緊急避難場所に関する情報を広くかつ視覚的

に周知するため、４か国語標記やピクトグラムを活用した標識看板を、

指定緊急避難場所を兼ねた指定避難所に設置するほか、地震時の

指定緊急避難場所として指定している公園に設置する。

地域住民と行政が一体となった防災対策を推進するため、自主防災

組織の活動に必要な資機材の整備や訓練に対し、助成等を行う。

桜島地域における退避舎や退避壕などの避難施設について、修繕を

行う。

歩道や生活道路等の降灰除去を行うために、手押し式降灰除去機

を購入する町内会等に対し、その経費の一部を助成する。

災害時に被災地方公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を

支援する「災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）」の構成員を

養成するとともに、災害時に必要な装備品等の整備を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 避難行動要支援者避難支援等事業［危機管理課］ 3,528

・ 原子力災害対策事業［危機管理課］ 1,191

・ 防災資機材等備蓄事業［危機管理課］ 1,249

・ 桜島火山爆発総合防災訓練の実施［危機管理課］ 2,754

・ 移動系防災行政無線システム統合事業[危機管理課] 9,166

・ デジタル防災行政無線運用事業［危機管理課］ 41,107

・ 桜島降灰対策事業［産業支援課］ 990

・ 降灰地域防災営農対策事業[生産流通課] 50,526

商店街のアーケード降灰除去作業等に対し助成するとともに、商店

街へ克灰袋を配布する。

桜島の降灰による農作物や畜産への被害の防止・軽減を図るため、

施設の整備や機械の導入等に対し助成する。

災害時に自力避難が困難な避難行動要支援者の支援体制の充実

を図るため、対象者の名簿及び個別支援計画を作成し、支援に必要

な情報を避難支援等関係者と共有する。

地域防災計画「原子力災害対策編」に基づき、ＵＰＺ内の住民等を

対象に、県と共同で原子力防災訓練を実施するなど市民への避難

方法等の啓発を行う。

桜島の爆発・地震等による災害に対する住民の避難体制の確立及

び防災意識の高揚を図るとともに、防災関係機関が相互に緊密な連

携を保ちながら、各種の災害応急対策が迅速、適切に行われるよう

防災体制の実効性について検証・確認を行う。

大規模災害の発生に備え、防災資機材等備蓄計画に基づき、整備

した備蓄物資の適正管理を行う。

移動系防災無線の代替として導入したＩＰ無線機の運用及び廃局し

た移動系防災行政無線の機器を撤去する。

災害時に市民に対して防災や避難に関する情報伝達等を迅速・確

実に行うため、同報系デジタル防災行政無線設備の運用及び保守

管理を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 災害時食糧等物資備蓄事業［地域福祉課］ 10,035

・ 避難所特設公衆電話設置事業［地域福祉課］ 5,677

・ 降灰除去事業[道路維持課、道路建設課、公園緑化課、 1,171,006

農地整備課、施設課、保健体育課]

・ 水道管路耐震化事業（水道事業特別会計）[水道局] 645,518

・ 応急給水拠点の再編・整備事業（水道事業特別会計）[水道局] 5,316

・ 汚水管路施設改良事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 479,522

（拡） ・ 国土強靭化地域計画策定事業[危機管理課] 714

道路、学校校庭等の降灰除去及び集積された宅地等降灰の搬出を

行う。

道路、公共下水道（雨水渠）、宅地、公園、歩道緑地帯、

学校校庭、体育施設、農道、事業所等

災害時における応急給水を迅速かつ的確に実施するため、応急給

水拠点について配置状況を検証し、応急給水機能が高まるよう再

編・整備を行う。

大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧

や生活必需品を備蓄するとともに、熊本地震を踏まえ、追加整備が

必要な物資の整備を進める。

地震時における安定給水の確保のため、「水道管路耐震化１０か年

計画」に基づき、基幹管路及び救急告示病院等までの配水管（病院

ルート）について、水道管路の耐震化を図る。

災害発生時に、被災者が安否確認等に使用する緊急通信手段を速

やかに提供するため、指定避難所へ特設公衆電話を設置する。

大規模な自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも「致命

的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った

安全・安心な地域の構築を推進するため国土強靭化地域計画を策

定する。

汚水管路施設の改築・修繕計画（第三次）に基づき、老朽化した汚水

管路施設の改良を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 自治体消防発足７０周年記念事業[消防局総務課] 2,496

（新） ・ 消防地図整備事業[消防局警防課] 13,493

（新） ・ 九州地区国際消防救助隊合同訓練事業[消防局警防課] 1,769

（新） ・ 消防団応援の店推進事業[消防局警防課] 305

（新） ・ 消防団組織再編事業[消防局警防課] 8,534

（新） ・ 女性消防団員活躍推進事業［消防局警防課］ 12,910

（新） ・ わがまち防犯力パワーアップ事業[安心安全課] 4,783

本市消防発足７０周年の節目を迎えるにあたり、本市消防の発展を

回顧し、未来の消防につなげるとともに、市民の防火・防災意識の高

揚と消防に対する理解を深めるため、記念式典等を開催する。

消防警備活動等を適切かつ効率的に実施するとともに、本市の受援

体制を強化するため、消防情報を登載した地図の更新を行う。

海外で大規模災害が発生した場合に迅速かつ的確に対応するため、

九州地区国際消防救助隊員の合同訓練を実施し、救助技術の向上、

使命の自覚及び一致団結並びに相互の情報連絡体制等の確立を

図る。

消防団員の確保や士気の高揚を図るとともに消防団の存在を周知広

報するため、消防団員が、「消防団応援の店」登録事業所から優遇

サービスを受けることができる制度を開始する。

人口増加や高齢・過疎化等の地域実情に応じた組織体制を構築す

るため、東谷山分団の新設など地域防災力の更なる充実強化に向

けた消防団の組織再編を行う。

女性消防団員の活躍を推進するため、自立した組織体制を整備す

るとともに、避難所運営支援など新たな活動の充実を図る。

防犯活動を行う団体等の相互連携の強化や防犯パトロールの活性

化を図り、地域における自主的な防犯活動を促進するため、新たに

地区別防犯連絡会を開催するとともに、パトロール隊への支援を拡

充する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 大気保全対策事業[環境保全課] 23,051

（拡） ・ 広域消防応援事業[消防局警防課] 4,019

（拡） ・ 少年消防クラブ育成事業[消防局予防課] 374

（拡） ・ ドクターカー運用事業［消防局警防課］ 117,340

・ 救急医療体制構築事業（病院事業特別会計）［市立病院］ 202

（拡） ・ 消防緊急通信指令システム整備事業[消防局情報管理課] 9,716

（拡） ・ 消防分団舎整備事業[消防局警防課] 42,700

（拡） ・ 実体験型警防訓練事業［消防局警防課］ 4,798

大気汚染防止法に基づき、大気汚染状況の常時監視や発生源の規

制・指導を行うほか、新たに専門機関と連携し、事業者による自主的

なアスベスト適正処理の促進を図る。

少年消防クラブの育成をするため、消防職員及び消防団員が指導

者となり、指導する児童クラブを順次拡大して地域密着型の防火防

災に関する指導を行う。

大規模災害時における迅速かつ的確な活動を確保するため、資機

材の整備を行うほか、本県で開催される緊急消防援助隊九州ブロッ

ク合同訓練に参加し、広域的な消防応援体制の充実強化を図る。

多種多様な災害や事故に対応した訓練を実施するため、都市型捜

索救助訓練施設及び訓練用資機材の整備などを行う。

消防緊急通信指令システムの安定稼働を維持するため、通信指令シ

ステム機器の一部や無停電電源装置の更新などを行う。

東谷山分団の新設に伴い分団舎を建設するとともに、整備計画に基

づき、山下分団舎ほか３分団舎の外壁改修などを行う。

救命率の向上や後遺障害の軽減など、救急医療の更なる充実を図

るため、ドクターカーの運用及び資機材の整備を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 資機材・装備安全高性能化事業[消防局警防課] 45,093

（拡） ・ 生活困窮者自立支援事業[保護第一課] 25,572

・ わくわく福祉交流フェア事業［地域福祉課］ 5,696

・ 生活・就労支援センターかごしまの活用[保護第一課] －

・ 急傾斜地崩壊対策事業［河川港湾課］ 305,700

・ 急傾斜地崩壊危険区域指定事業［河川港湾課］ 5,700

・ 都市基盤河川改修事業［河川港湾課、谷山都市整備課］ 349,827

・ 公共施設占用実態調査事業［河川港湾課、谷山建設課、道路建設課］ 9,670

生活・就労支援センターかごしま内に設置したハローワーク窓口やシ

ルバー人材センター窓口を通じて、就職を希望する生活困窮者等へ

ワンストップでの支援を行い、自立促進を図る。

福祉交流の輪やボランティア活動を広げるイベントとして「わくわく福

祉交流フェア」を開催する。

開催時期 ３０年１１月

生活困窮者の自立に向け、自立相談支援事業、住居確保給付金、

学習支援事業、就労準備支援事業など必要な支援を行う。本年度

は、学習支援会場を１か所増設して実施する。

大規模災害や生物・化学剤による災害等に適切に対応するため、各

種資機材の高性能化を図るほか、活動隊員の安全を考慮した装備

の整備を行う。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するため、指定調書の作成を行う。

土地区画整理事業とあわせて、二級河川である脇田川・木之下川の

改修工事等を進める。

河川や公共下水道等において、適正な管理を行うため、占用状況の

実態を調査し、管理台帳の整備等を行う。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するため、指定調書の作成を行う。

河川や公共下水道等において、適正な管理を行うため、占用状況の

実態を調査し、管理台帳の整備等を行う。

急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するため、急傾斜

地崩壊対策の防災工事を県の補助を受けて施工するとともに、県が

施工する急傾斜地崩壊対策の防災工事の負担金を支出する。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するため、指定調書の作成を行う。

河川や公共下水道等において、適正な管理を行うため、占用状況の

実態を調査し、管理台帳の整備等を行う。

急傾斜地崩壊危険区域を指定するため、指定調書の作成を行う。

河川や公共下水道等において、適正な管理を行うため、占用状況の

実態を調査し、管理台帳の整備等を行う。

急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するため、急傾斜

地崩壊対策の防災工事を県の補助を受けて施工するとともに、県が

施工する急傾斜地崩壊対策の防災工事の負担金を支出する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 水路等新設改良事業［河川港湾課、谷山建設課、道路建設課］ 87,384

・
公共下水道事業［河川港湾課、谷山都市整備課、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野区画整理課、谷山建設課］

1,201,760

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （㉙2月補正

34,000）

・ 調整池等現況調査事業［河川港湾課］ 17,551

・ 民間建築物耐震化促進事業［建築指導課］ 341,916

・ 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）対策推進事業［環境保全課］ 3,672

・ 大気汚染常時監視設備整備事業［環境保全課］ 16,093

・ 救急救命士養成・研修及びメディカルコントロール体制の推進事業 14,527

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[消防局警防課]

大気汚染状況の常時監視に支障をきたさないよう、必要な測定機器

を計画的に更新する。

本市が所管する調整池等の能力・健全度を調査し、劣化状況等に

応じた改良または維持補修を行うための計画策定及び管理台帳の

作成を行う。

調整池等現況調査の結果に基づき、調整池改良を行うとともに、普

通河川について、浸水対策の必要な箇所の改良を行う。

国のガイドラインに基づき微小粒子状物質（PM２．５）の成分分析を

行う。

救急業務の高度化や救急需要の増大に対応するため、救急救命士

や救急資格者、指導的立場の救急救命士の養成を行うとともに、生

涯教育のための医療機関等における実習などを行う。

浸水地域の解消を図るため、区画整理区域等における公共下水道

の新設・改良や老朽化した水路の改良等を行うとともに、長寿命化

計画に基づく改築工事を行う。また、既設水路を活かした長寿命化

対策に必要な雨水排水計画を策定する。

耐震改修促進法の改正で、耐震診断結果の報告が義務付けられた

不特定多数が利用するホテル、店舗等の大規模建築物に対し、耐

震改修について助成するとともに、耐震アドバイザーによる相談対応

を行うことで、地震災害に強いまちづくりを促進する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 高度救命処置技術向上事業[消防局警防課] 2,800

・ 火災予防思想啓発「消防スケッチ大会」事業[消防局予防課] 266

・ 火の用心！シルバーセーフティ事業[消防局予防課] 176

・ 安心安全マイホームの推進事業[消防局予防課] 1,215

・ 消防音楽隊活動推進事業［消防局総務課］ 2,558

・ 消防機関員育成事業［消防局総務課］ 1,700

・ 消防水利整備事業[消防局警防課] 56,453

住宅防火対策を推進するため、住宅用消火器等の普及啓発や火災

予防に関する各種広報を実施するとともに、住宅用火災警報器の維

持管理方法の周知と未設置世帯に対する設置指導を行うほか、訓

練用水消火器を更新する。

救急救命士等の処置技術の維持向上を図るため、実践的な訓練を

行うことができる心肺蘇生法訓練支援システムの整備などを行う。

消火活動に必要不可欠な消防水利の充実を図るため、耐震性防

火水槽を新設するほか、消火栓の設置維持管理に係る経費を負担

する。

少年・少女期における火災予防思想の啓発を図るため、市内の小学

４年生を対象に「消防スケッチ大会」を開催する。

高齢者に対する火災予防思想の普及啓発を推進し、火災による被

害の軽減を図るため、敬老会やお達者クラブからの防火講話依頼

に対し、「火の用心！シルバー教室」を実施する。

安定的な消防活動を継続的に行うため、大型自動車運転免許を持

つ消防機関員を計画的に育成する。

吹奏楽を通じて市民との融和を図り、防火思想の育成普及に寄与

するため、制服や楽器の更新及び演奏技術の向上を図る。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 消防救急デジタル無線運用事業[消防局情報管理課] 39,375

・ 消防車両等高性能化事業[消防局総務課] 375,281

・ 消防分遣隊庁舎等整備事業［消防局総務課］ 40,707

・ 救急業務高度化・救急拠点整備事業[消防局警防課] 25,787

・ 消防団活動用救護資機材等整備事業[消防局警防課] 1,337

・ 新型インフルエンザ等感染防止対策事業[消防局警防課] 4,797

・ 応急手当普及啓発推進事業［消防局警防課］ 2,430

・ 街頭防犯カメラ設置費補助事業[安心安全課] 3,000

大規模災害時における消防団員の迅速かつ的確な活動を確保する

ため、桜島西地区各分団の火山災害対応資機材の整備を行う。

消防救急デジタル無線システムの安定稼働を維持するため、機器の

保守及び無線機のバッテリー更新等を行う。

救助工作車、はしご付消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動

車及び小型動力ポンプ積載車を更新する。

保全計画に基づく山下分庁舎高圧受配電盤の更新、消防庁舎の外

壁・屋根修繕などを行う。

救急業務体制の充実を図るため、高規格救急車及び高度救急資機

材の更新等を行う。

救急隊員や救助隊員等の新型インフルエンザをはじめとする各種感

染症への感染を防止するため、感染防止衣などの感染防止用資機

材を整備する。

救急業務における救命効果の向上を図るため、ｅ－ラーニングを活

用した救急講習を行うなど、広く市民への応急手当の普及啓発を推

進するほか、心肺蘇生訓練人形等を整備する。

犯罪のない安心安全なまちづくりを推進するため、町内会等が行う

街頭防犯カメラの設置に対し、設置費の一部を助成する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 防犯灯補助事業[安心安全課] 130,627

・ 安心安全まちづくり事業[安心安全課] 3,620

・ スクール・キャンパス消費生活啓発事業［消費生活センター］ 1,480

・ 消費生活エキスポかごしま事業［消費生活センター］ 1,500

・ 消費者啓発事業［消費生活センター］ 4,024

・ 地域消費者サポーター育成事業[消費生活センター] 457

・ ドクターヘリ運航事業（病院事業特別会計）［市立病院］ 250,549

救急医療体制の充実を図るため、ドクターヘリを運航し、救急患者の

救命率の向上等に努める。

悪質商法やうそ電話詐欺などのトラブルを防ぐ情報を、自分の身近

な方に伝えることを主な活動とする「地域消費者サポーター」を育成

する。

若年層の消費者トラブルを未然に防止するため、小・中・高校・大学

生向けの学習資料の作成やパネル展等を実施する。

消費者問題が複雑・多様化していることから、消費者情報の発信や

消費者啓発を積極的に行うための体験型イベント「消費生活エキスポ

かごしま」を開催する。

消費者啓発を推進するため、消費生活教室・出張講座の実施や公共

交通機関での広報を行う。

安心安全まちづくりを総合的に推進するため「安心安全まちづくり推

進会議」の運営などを行うとともに、「鹿児島市暴力団排除条例」に基

づき、暴力団排除に係る広報、啓発に取り組む。

夜間における犯罪防止と市民の通行の安全を図り、明るく住みよい

まちづくりを推進するため、防犯灯を設置し、維持管理する町内会等

に対し、設置費及び電気料の一部を助成する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<健康づくりや保健予防の取組の充実>

（新） ・ 口腔保健支援センター設置事業[保健予防課] 1,428

（拡） ・ 国保ヘルスアップ事業（国民健康保険事業特別会計） 15,663

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［国民健康保険課］

（拡） ・ 感染症予防医療事業[保健予防課] 6,694

・ 慢性腎臓病予防ネットワーク事業[保健政策課] 424

・ 元気いきいき検診事業[保健予防課] 486,071

・ 特定健康診査・特定保健指導事業（国民健康保険事業特別会計） 320,940

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［国民健康保険課］

・ 健康づくり推進事業（国民健康保険事業特別会計）［国民健康保険課］ 4,576

生活習慣病の予防・早期発見のため、各種がん検診等を実施すると

ともに、特定年齢者の乳がん、子宮頸がん及び肝炎ウイルスの無料

検診を実施する。

歯科口腔保健を推進するための拠点として口腔保健支援センターを

設置し、関係機関、団体等との連携による口腔保健の充実を図る。

危険性が高い感染症患者を医療機関に搬送する際に使用するアイ

ソレーター（患者移送用陰圧装置）を更新し、二次感染を予防する。

人工透析の新規患者の減少を図るため、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症

化を予防する医療ネットワークを運用するとともに、各保険者の協力を

得ながら、患者の状況に応じた適切な医療体制を提供する。

被保険者の生活習慣病の予防及び重症化を防ぐため、訪問等によ

る保健指導を実施するほか、糖尿病などの重症化するリスクの高い対

象者に対して適切な受診勧奨を行うとともに、医療機関との連携を進

める。

被保険者の健康意識の高揚及び疾病の早期発見により健康レベル

の改善と医療費の適正化を図るため、保健事業実施計画（データヘ

ルス計画）に基づき、健康増進や生活習慣病の発症や重症化予防

等に取り組む。

生活習慣病予防の徹底を図るため、メタボリックシンドロームに着目

した健康診査及び保健指導を実施する。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 健康増進計画推進事業［保健政策課］ 1,830

・ 働く世代の健康づくり事業［保健政策課］ 560

・ 後期高齢者長寿健診事業（後期高齢者医療特別会計）[長寿支援課] 123,575

・ 難病患者地域支援事業[保健予防課] 8,833

・ 乳幼児歯の健康づくり事業[保健予防課] 35,026

（拡） ・ 食育フェスタ開催事業［保健政策課] 3,562

（拡） ・ 食育推進事業［保健政策課] 2,054

食に関する学習や体験活動を通じて食育の推進を図るため、市内の

大学と連携して「食育フェスタ」を開催する。本年度は、開催場所を中

心市街地に変更するとともに、大学との連携を強化して実施する。

生活習慣病等を早期発見し、重症化を予防するため、後期高齢者医

療被保険者に対し長寿健診を実施する。

かごしま市民すこやかプランによる市民の健康づくりを推進するため、

健康づくり推進市民会議の運営や情報発信を行う。

事業所との協働により、働く世代の生活習慣の改善やメンタルヘルス

対策などに取り組む。本年度は、働く人向けの健康サポートブックを

作成する。

難病患者等の安定した療養生活の確保と生活の質の向上を図るた

め、適切な在宅療養支援を実施するとともに、難病対策地域協議会

を開催する。

幼児の歯科健診及びフッ化物塗布を実施するとともに、引き続き

生活保護世帯や市民税非課税世帯の受診者負担額を無料とする。

食に関する情報を発信するとともに、食育推進ネットワークの連携強化

や関係団体等の食育実践活動に対して支援等を行う。本年度は、第

二次かごしま市食育推進計画の最終評価及び次期計画策定を行う。
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【２．健やかに暮らせる安全で安心なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 施設整備事業［中央保健センター] 11,422

・ 医療機器等更新事業[東部保健センター] 902

・ 国民健康保険事業特別会計に対する繰出金（保険税軽減） 3,300,000

[国民健康保険課]

・ 高度医療機器整備事業（病院事業特別会計）［市立病院］ 455,971

・ 地域医療連携推進事業（病院事業特別会計）［市立病院］ 1,074

国保被保険者の税負担の軽減を図るため、一般会計から国民健康

保険事業特別会計に対する繰出しを行う。

施設を良好な状態に保つため、設備の修繕等を行うとともに、空調機

器等の更新を行う。

妊産婦・乳幼児・成人の健診・相談等で使用する医療機器の更新等

を行う。

疾病構造の変化や多様化する患者のニーズ、医療の高度化・専門

化に対応するとともに、県下の中核的な医療機関としての機能を高

めるため、Ｘ線テレビシステム等の高度医療機器の整備を進める。

市立病院が本県における中核的な医療機関として、高度急性期・急

性期機能の役割を果たすとともに、地域医療の充実を図るため、更

なる地域医療機関の支援及び連携を推進する。
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